
 

 

 ２０１６春季生活闘争 取り組み方針（案） 2016年２月26日現在 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍推

進法、改正男女機会均等法、等）
（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

流 

通 

・ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

・ 

金 

融 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

ＵＡゼンセン 

 

方針決定日 

１月28日 

第4回中央委

員会 

1)成長の成果を労働者に配
分し、働く者の生活改善に
つながる経済をつくる 

2)格差是正・底上げ、働き方
改革を重点に総合的に労
働条件改善に取り組む 

3)闘争推進のため「顔の見え
る共闘」を強化する 

4）けじめある闘争の推進 
 

賃金体系維持分に加え、2％
基準の賃金引上げを基本とし、
賃金水準毎に以下のとおりと
する。 
【ミニマム水準未達の組合、水
準不明の組合】 
賃金体系維持分に加え、2％
以上の賃金引上げを基本とし、
賃金体系維持分を含めた要求
総額は9,500円または4％を基
準とする。 
※格差是正の観点から、賃金

体系維持分に2％以上の賃
金引上げを加えた要求総額
が9500円または4％基準に
満たない場合は、可能な限
り上乗せの要求をする。 

ミニマム水準（諸手当を除く基
本賃金） 

高卒35歳・勤続17年 
（基本賃金） 240,000円 
大卒30歳・勤続8年 
（基本賃金） 240,000円 

【到達水準未達の組合】 
賃金体系維持分に加え、2％
基準の賃金引上げを基本に、
部門毎に要求基準を設定す
る。 
具体的な到達水準は以下を基
準に部門で設定する。 

高卒35歳・勤続17年 
（基本賃金） 255,000円 
  大卒30歳・勤続8年 
（基本賃金） 250,000円 

【到達水準以上の組合】 
「2％基準の賃金引上げ」に
は、格差是正の考え方が含ま
れることを踏まえ、部門毎に要
求基準ならびに目標水準を設
定する。 
 

・最低賃金の引上げ、協
定化 

ア.正社員（フルタイム）
組合員の企業内最低
賃金 
現行の最低賃金を2％
基準に引上げる。最
低賃金額は155,000円
（18歳）を基準とし、単
身世帯の生計費を確
保するため163,000円
を目標とする。 
なお、法定最低賃金
引上げの取り組みに
つなげるため、時間換
算額で地域別最低賃
金の110％以上を確保
し、特定最低賃金が
適用される場合は、特
定最低賃金に20円を
加えた金額以上を必
ず確保する。 

※初任給を下回る組合
員がいない場合は、初
任給を最低賃金額とし
引上げを図ること 

イ.扶養人数別の最低賃
金の協定化 
扶養人数別に下記の
水準以上の最低賃金
を確保する。 
1人扶養：182,000円 
（参考年齢：28歳） 
2人扶養：199,000円 
（参考年齢：30歳） 
3人扶養：216,000円 
（参考年齢：36歳） 

ウ.従来基準からの移行
について 
年齢別に企業内最低
賃金を締結している組
合は、現行の協定水
準を維持した上で、要
求基準への移行を目
指す。 
 

・初任給の引上げ 
2016年度採用者の初
任給について以下の
基準で要求する。 
高卒（基本賃金） 

165,000円基準 
大卒（基本賃金）   

206,000円基準 
賃金体系の出発点とし
て少なくとも平均賃金
引上げと均衡ある引上
げを要求する。 

 

【年間協定する組合】
年間 4.8カ月基準 
とする。 
【夏期・冬期の各期
別に要求する組合】 
夏 期  2.4 カ 月 基
準、冬期 2.4カ月
基準とする。 
 

①一時金 
年間2カ月基準 

②退職金制度の構築
③労災付加給付 

正社員と同一基準
④不合理な格差の点

検、改善 
⑤無期労働契約、正

社員への転換制度
の整備 

⑥社会保険の適用拡
大についての取り
組み 

⑦人事処遇制度、福
利厚生等の改善 

⑧休暇、休職制度、
労働時間の改善 

⑨パートタイム労働者
の雇用管理の改善

 

①平均賃金の引上げ 
昇給昇格分に加えて2％
基準の賃金引上げを要
求する。昇給昇格分が明
確でない場合、昇給昇格
分を含めて3％基準の引
上げを要求する。その上
で、要求設定の考え方を
踏まえ、積極的に上乗せ
の要求をする。 
なお、仕事内容、職責、
働き方に応じ、以下の基
準をもとに要求を組み立
てる。 
 
【正社員と職務の内容が
異なる短時間組合員】 
昇給昇格分に加えて2％
基準の賃金引上げを要
求する。昇給昇格分が明
確でない場合、昇給昇格
分を含めて3％基準の引
上げを要求する。 
【正社員と職務の内容が
同じ短時間組合員】 
昇給昇格分に加えて2％
基準の賃金引上げを要
求する。昇給昇格分が明
確でない場合、昇給昇格
分を含めて3.5％基準の
引上げを要求する。 
【正社員と同視すべき短
時間組合員】 
パートタイム労働法の規
定を踏まえ、正社員組合
員と同じ制度、考え方に
基づき賃金引上げを要
求する。 
 
②最低賃金の引上げ、協

定化 
現行の最低賃金を2％基
準に引き上げる。最低賃
金額は、地域別最低賃
金の110％以上、もしく
は、正社員（フルタイム）
組合員の18歳最低賃金
の時間換算額を目標と
する。短時間組合員の賃
金の実態を踏まえ、最低
賃金額は、都道府県毎
に定め、協定化する。 
なお、法定最低賃金引
上げの取り組みにつなげ
るため、特定最低賃金が
適用される場合は、最低
でも特定最低賃金に20
円を加えた金額を必ず
確保する。 
 

①女性活躍推進法の取り組み
ア.行動計画策定のための労

使委員会等を設置する。
法律上努力義務である企
業規模300人以下のところ
においても、現状把握や
問題点・課題抽出のため
の協議を行う。 

イ.労使委員会等を定期的に
開催し、女性活躍推進に
関する現状および行動計
画の進捗状況などを労使
間で共有化し、その後の取
り組みにつなげる。 

ウ.優れた事業主としての認
定を全加盟組合で取得す
ることを目標とする。 

②男女間賃金格差の是正 
ア.賃金の実態把握を行い、

男女間に大きな格差があ
る場合は、その原因を分析
し、合理的理由がない場
合は直ちに是正する。 

イ.家族の扶養に関連して発
生する賃金・福利厚生など
の支給要件が住民票上の
世帯主となっている場合は
これを見直し、「世帯にお
いて最も収入が多いもの」
等、扶養の実態に即した
支給要件とする。 

ウ.家族手当、住宅手当など
の支給手続きは男女同じと
する。 

③職場の男女平等の推進 
ア.結婚・妊娠・出産を契機と

する解雇および不利益取
り扱いがないよう取り組み、
労働協約に性による差別
的取り扱いの禁止条項を
盛り込む。 

イ.雇用の全ステージ（募集・
採用、配置、昇進･昇格、
教育訓練、職種・雇用形態
の変更、定年・解雇・労働
契約の更新）について性
別を理由として差別的取り
扱いをしないよう取り組む。
運用に男女間に偏りがある
場合、合理的理由のない
ものは改め、個々人の意
欲や適性、能力を基準とし
たものにする。 

ウ.募集・採用・昇進・職種の
変更にあたり「転居を伴う転
勤に応じることを要件とす
る」規定、実態がある場合
は、その合理性の有無につ
いて労使協議・点検し、間
接差別にあたるおそれの強
い場合は是正する。 

④母性保護の強化 
ア.出産する予定の女性に対

し、産前は本人の申し出に
より、産後は申し出を要さ
ずそれぞれ8週間(多胎妊
娠の場合は産前14週間)の
休暇を与える。その場合、
会社は会社以外（健康保
険など）から給付される金
額を含め所得の3分の2以
上を保障する。 

イ.妊娠中の女性が申し出た
ときは、1回の妊娠につき
通算14日のつわり休暇を
与え、その日は勤務したも
のとして扱う（賃金は全額
保障する）。 

労働時間の短縮、改善 
１）所定労働時間の削減 
以下の基準をもとに、部門毎に業種特性等を勘案し、業界の
公正労働基準としての到達基準、目標基準を定め取り組む。 
 【到達基準】年間所定労働時間を2000時間未満とする。 
 【目標基準】年間所定労働時間を1900時間未満とする。 
２）時間外労働・休日労働削減 
①36協定締結指針を踏まえたうえで、業務の繁閑や時間外

労働の実績を勘案し、時間外労働を削減する観点から適
切に上限時間を定め協定する。 

②法定の水準を超える割増率での労使協定の締結を進め
る。なお、月60時間を超える時間外労働に対する50％以
上の割増率について、法の適用除外となっている中小企
業も50％の割増率での労使協定の締結を求める。 

③勤務終了時から翌勤務開始時までは、11時間以上の休
息時間を設けるインターバル規制を導入する。休息時間
が翌勤務開始時間に食い込んだ場合は勤務したものと
みなす。なお、具体的取り組みは部門毎に業種特性を考
慮し検討する。 

３）年次有給休暇の取得促進 
①取得の促進、最低取得日数の設定 

職場・個人ごとの年休の取得状況や取得計画を定期的
に確認し、労使で取得状況が低い理由を分析し、計画的
付与等を活用し取得を促進する。少なくとも、すべての組
合員が5日以上の取得日数を取得できるよう取り組む。な
お、付与日数が年5日に満たない組合員については100
％消化に取り組む。 

②最低付与日数 
フルタイム組合員の年次有給休暇の初年度付与日数を
15日以上とする。短時間組合員はそれにあわせて比例付
与する。 

４）不払い（サービス）残業撲滅 
①就業時間の適正な記録と対応 

労働者個人ごとの就業実態を正しく把握するために、就
業時間の客観的な記録を残すルールを作る。また、時間
外・休日労働を命ずる、時間を申告、確認するルールを
定めるとともに、不払い（サービス）残業が発生していない
かを調査などにより労使で確認する場をつくる。 

②労働基準法上の管理監督者の範囲の適正化 
管理監督者等の認定の3要件をふまえて、管理監督者の
範囲の適正化にむけた対応をとる。その際、労働条件の
不利益変更のないよう対応する。 

 
仕事と生活の両立支援の取り組み 
①次世代育成支援対策推進法による「事業主行動計画」の

策定と実施 
すべての組合が次世代育成支援対策推進法にもとづく
「事業主行動計画」の実施状況を確認し、厚生労働省の
認定（次世代認定マーク「くるみん」および特例認定マー
ク「プラチナくるみん」）を取得できるよう職場環境整備を
すすめる。 
なお、「事業主行動計画」を策定していない場合、また
は、計画期間が終了する場合は、組合から会社に働きか
け早急に行動計画を策定する。 

②育児・介護休業、短時間勤務制度など両立支援制度の
整備・充実 

ア.育児・介護休業等の申し出、取得を理由とする解雇およ
び不利益取り扱いがないよう取り組む。 

イ.育児休業の期間は、子が満2歳の誕生日の前日までの間
で、本人の申し出た期間とし、休業の再取得を可能とす
る。また、父親も育児休業を取得しやすい環境づくりに取
り組む。 

ウ.介護休業期間は、対象家族1人につき通算1年とし、介護
状態に関わらず分割して取得できるようにする。 

エ.小学校3年生までの子を養育する労働者が利用できる短
時間勤務制度、家族の介護を行っている労働者が1年間
利用できる短時間勤務制度の導入に取り組む。 

オ.小学校3年生までの子を養育する労働者、介護を行って
いる労働者から申し出があった場合は、時間外・休日労
働、深夜労働、転居をともなう転勤を免除する制度を導入
する。 

カ.小学校3年生までの子を養育する労働者に子１人につき
年10日の看護休暇、家族の介護を行う労働者に対象家
族1人につき年10日の介護休暇を付与する制度を導入す
る。 

キ.育児・介護を理由とした失効積立有給休暇の利用が可
能となるよう取り組む。 

ク.不妊治療のために特別休暇または失効積立有給休暇の
利用が可能となるよう取り組む。 

・障がい者雇用の促進 
①法定雇用率達成の取り組

み 
②差別的取り扱いの点検と

是正 
ア.労働協約・就業規則等の

点検と是正 
イ.人事制度においての点

検と是正 
③合理的配慮の提供に向

けて体制整備の確認 
④苦情処理・紛争解決援助

への対応の確認 
・ 改正労働者派遣法への

対応 
①派遣先の組合の取り組み
ア.組合は、会社（派遣先）

が派遣労働者を受け入
れ る 場 合 の 労 使 間 の
ルールを労働協約で定
めることを会社に求める。
会社が派遣契約を変更
する場合や、派遣契約を
更新して派遣期間を延長
する場合も、同様とする。
【法を超える取り組み】 

イ.組合は、派遣労働者に対
するセクハラ及びパワハ
ラが適切かつ迅速に苦情
処理されることを会社に
求める。【法に基づく取り
組み】 

ウ.組合は、派遣労働者に対
する安全衛生教育の実
施の徹底や、派遣元が実
施する健康診断等の安
全衛生に関する措置へ
の必要な協力や配慮、労
災発生時の適切な対応と
再発防止の徹底を会社
に求める。【法に基づく取
り組み】 

②派遣元の組合の取り組み
ア.組合は、有期雇用派遣

労働者に対する雇用安
定措置の実効性を高める
ために、派遣労働者が希
望する雇用安定措置を会
社に求める。また、雇用
安定措置の実施による新
たな労働条件の内容が
不合理とならないことを会
社に求める。【法を超える
取り組み】 

イ．組合は、派遣労働者に
対する段階的かつ体系
的な教育訓練や希望者
に対するキャリア・コンサ
ルティングの確実な実施
を会社に求める。【法に基
づく取り組み】 

ウ.組合は、派遣料金が引き
上げられた場合や派遣労
働者の職務遂行能力の
向上に応じた派遣労働者
の賃金引上げを会社に
求める。【法に基づく取り
組み】 

エ.組合は、派遣労働者に
対する安全衛生教育の
実施の徹底や、健康診断
等の結果に基づき就業上
の措置を講ずる場合には
派遣先と必要な調整を行
なうこと、労災発生時の適
切な対応と再発防止の徹
底を会社に求める。【法に
基づく取り組み】 

・退職給付改定
・労災付加給付
改定 

・職場のハラスメ
ント対策 

・高年齢者雇用
改善 

 

2月末日 Aグループ3
月16日、Bグ
ル ー プ 23
日、Cグルー
プ3月末日 

流通･サービス･金融共闘連絡会議 
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産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍推

進法、改正男女機会均等法、等）
（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 
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通 

・ 

サ 
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ス 

・ 

金 

融 

共 
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連 
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会 

議 

自 治 労 

 

方針決定日 
１月29日 

地方公務員給与は、地域の
消費動向や地方において多
くを占める中小企業等で働く
労働者の賃金にも影響がある
ため、春闘期から公務員給与
改善にむけた取り組みを進
め、連合方針、公務員連絡会
方針を踏まえ、実質賃金の水
準改善にこだわって戦略的に
取り組みを進める。 
2015年給与制度の総合的見
直しによるマイナス２％の回
復分に、連合の掲げる「底上
げ・底支え」「格差是正」分の
２％程度を加えた４％程度を
賃上げ要求基準として踏ま
え、人勧期・確定期までを見
据えた賃金改善の取り組みを
進める。また、非正規や民間・
中小については、2016連合
方針を踏まえ、時給1,000円
以上の確保をはかる。 
 

４％以上（2015年度給与制度
の総合的見直しにより生じた
マイナス２％分の回復+連合の
「底上げ・底支え」「格差是正」
分の２％程度）の賃上げの獲
得 
＜自治体単組＞ 
【到達目標（ポイント賃金）】 
30歳 243,599円、 
35歳 295,740円、 
40歳 345,348円 
＜地域公共サービス民間労
働者＞ 
・自治体最低賃金以上の確保 
・ 「 賃 金 カ ー ブ 維 持 相 当 分

4,500円+賃金改善分6,000
円」以上の獲得 

＜公営競技評議会＞ 
・自治体最低賃金以上の確保 
・「37/ｈ+2％」以上の獲得 
＜全国一般＞ 
・13,500円以上（平均賃上げ・

定昇相当分込み）の獲得 
（※賃金カーブ維持分4,500
円+生活維持・向上分7,200円
（３％以上）+格差及び配分の
歪み是正分1,800円以上） 
【到達目標（ポイント賃金）】 
30歳 255,000円、 
35歳 282,000円、 
40歳 315,000円以上 
 

自治体に雇用されるすべて
の労働者とすべての地域公
共サービス民間労働者の最
低賃金を月額154,300円、日
給7,720円、時給1,000円以
上とする。 

 

①一時金の引き上げにあたっ
ては、期末手当を中心に改
善すること。 

②勤勉手当の成績率の運用
については、十分な労使交
渉と合意によること。 

 

①雇用継続の取り組み 
②処遇改善の取り組み 
③自治体臨時・非常勤等職

員の法整備にむけた取り
組み 

④非正規労働者10万人組
織化の取り組み 

 

【賃金要求】 
○自治体最低賃金を時給

1,000円（国公行(一)１級
13号俸相当154,300円÷
20日÷７時間45分）以上
とし、正規職員との均等
待遇をはかること。 

○賃金改善について、37円
/ｈ＋２％（格差是正分）
以上の引き上げを実施す
ること。 

○実務経験、能力に基づい
て報酬決定を行うこと（昇
給制度の確立）。 

【最低到達条件】 
○通勤費用（費用弁償を含

む）について全額支払う
こと。 

○時間外勤務手当（追加報
酬）について全額支払う
こと。 

○休暇・休業（年次有給休
暇 （ 年 次 繰 り 越 し を 含
む）、産前・産後休暇、病
気休暇、忌引き休暇、短
期介護休暇、子の看護休
暇、育児・介護休業（休
暇）、生理休暇、夏季休
暇、特別休暇）を制度化
すること。 

○健康診断について、６ヵ
月以上勤続（見込み）・週
勤務20時間以上の職員
に実施すること。 

○雇用保険・健康保険・厚
生年金について、加入資
格を満たす職員を加入さ
せること。 

○2009年度より消費生活相
談員の報酬にかかる地方
交付税措置が拡充（150
万円→300万円）されてい
ることを踏まえ、非常勤職
員である消費生活相談員
の賃金改善を行うこと。 

【均等待遇（賃金）】 
○自治労の自治体最低賃

金と経験年数を考慮した
年齢別最低保障賃金を
確立すること。 

○賃金（報酬）について、人
事院指針（2008年８月26
日 ） や 総 務 大 臣 答 弁
（ 2009 年 ５ 月 26 日 ） 、
「2014年通知」などを踏ま
え、職務内容（職務の内
容と責任）、在勤する地
域、職務経験等の要素を
考慮し、改善すること。 

○諸手当（相当報酬）につ
いて、正規職員との均等
待遇による支給とするこ
と。 

○週の労働時間が定まり、６
ヵ月以上勤務予定の職員
には、月給制度を適用す
ること。 

 

①２月２４日に「男女がともに担う
自治労委員会委員長・事務局
長会議」を開催し、男女平等
推進にむけた課題の共有化を
はかる。 

②女性活躍推進法に伴う特定
（一般）事業主行動計画の策
定にむけた労使協議を行う。
計画の策定には、男女共同参
画社会基本法の趣旨を踏ま
え、男女平等とワーク・ライフ・
バランスの観点を取り入れ、具
体的で確実な計画とするよう
労働者の意見を反映する。 

③次世代育成支援対策推進法
の延長等を踏まえ、特定（一
般）事業主行動計画を点検
し、計画を確実に実行するた
め労使協議を行う。 

 

①自治労の目標である1800
時間を早期に実現させ、
ゆとりある生活を送るため
にも、勤務時間管理を徹
底し、時間外勤務の縮減
に取り組むと同時に、年次
有給休暇の完全取得等を
するよう取り組む。 

②職場における男女平等の
推進には、非正規雇用の
処遇改善や男女を通じた
働き方の改革が必要不可
欠となっている。男性の育
児休業取得をはじめ、長
時間労働の解消など働き
方の見直しといった、ワー
ク・ライフ・バランスの推進
に取り組む。また、男女、
正規と非正規の賃金格差
是正のために、非正規問
題や賃金格差を盛り込ん
だ実態把握と計画策定を
求める。 

③ワーク・ライフ・バランスの
実 現 と 男 女 平 等 の 推 進
を、自治労の年間を通した
重要課題として、組織全体
で取り組む。具体的には、
各単組において春闘期を
起点に、ワーク・ライフ・バ
ランスと男女平等に関する
課題を要求書に盛り込み、
男女平等推進月間である
６月期には、男女平等推
進闘争に取り組み、積み
残した課題について前進
をはかる。 

 

ワークルールの遵守
と快適な職場づくり
にむけて、下記の事
項について要求す
る。 
①偽装請負を行わ

ないこと。 
②任用・雇用につい

ては直接雇用を
原則とし、派遣労
働者の受け入れ
については、事前
協議を前提とする
こと。 

③安全衛生委員会
を月１回以上開催
し、快適職場環境
の 実 現と 健 康 診
断の徹底をはかる
こと。 

④災害時の業務の
体制、取引先・委
託先などとの連携
のあり方などにつ
いて、組合と交渉
・合意の上ルール
化すること。 

⑤2015 年12 月から
義務化されたスト
レスチェックの制
度設計にあたって
は、組合との十分
な交渉・協議を行
うこと。また、結果
の集団集計・分析
を行った上で、職
場環境改善を講
じ、高ストレス者の
未然防止につな
げること。50人未
満の 事 業 場 も 含
め、すべての事業
場において実施
すること。 

 

【人事評価制度】 
人事評価制度をあく
まで人材育成を目的
とする制度とするよ
う、４原則（公平・公
正性、透明性、客観
性、納得性）２要件
（労働組合の関与、
苦情解決システムの
構築）に基づき、引
き続き、交渉・協議を
進める。 
【地方財政の確立】 
公共サービスの充実
と地方財源の確保に
むけて、政府予算編
成および自治体予
算編成サイクルと連
動し、政府予算およ
び地方財政の大枠
が決定される概算要
求策定時期（６～９
月）につながる取り
組みを進め、地方財
政の確立をはかる。
と く に 、 骨 太 方 針
2015の経済・財政再
生計画の歳出改革
に盛り込まれた「イン
センテ ィブ 改 革」 、
「公的サービスの産
業化」などの動きを
注視し、客観・中立
な地方交付税制度
を求め、中央・地方
で取り組みを強化す
る。 
【公契約条例・公共
サービス基本条例制
定の取り組み】 
公正労働基準の確
立と公共サービスの
質を確保するため、
公契約条例および
公共サービス基本条
例制定にむけた取り
組みを進める。 
 

2月10～17
日 

3月18日 

        



 

 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍推

進法、改正男女機会均等法、等）
（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 
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生 保 労 連 

 

方針決定日 

１月８日 

(金） 

 

 【営業職員関係】 
１．営業支援策充実の取組み 
 ・最重要課題として最大限の取組みを行う。 
２．賃金改善の取組み 
〈月例給与〉 
 ・「営業職員の実質的な収入の向上」をめざし、諸規定の改善、施策の確保・充実等について

最大限効果的な取組みを行う。 
〈臨時給与〉 
 ・各組合は主体性を発揮する中で、「現行水準の確保・向上」をめざして取り組む。 
 
【内勤職員関係】 
○諸情勢や組合員の期待・納得感等を総合的に判断し、組合員の生活の安定・向上をはかる

観点から、月例給与における賃金体系の維持分（昇給ルール、賃金カーブ等）を確保した上
で、「年間総収入の向上」に取り組む。 

○「年間総収入の向上」に向けては、月例給与・臨時給与・年収制の区分ごとの要求基準に基
づき、各組合において、それぞれの課題認識を踏まえ、主体的かつ最大限の取組みを行う。 

〈月例給与〉 
 ・「現行水準の確保･向上｣をはかる。 
〈臨時給与〉 
 ･「現行水準の確保・向上」をはかる。 

―各組合は、可能な限り、規定上の引上げもしくは昨春闘で獲得した特別対応分の確保・
向上に取り組む。 

○全組合が取組みを行う 「統一取組み課題」の1つとして
「パート・有期契約労働者の処遇改善に向けた取組み」
を位置付け、以下の点ついて、各組合の主体的な判断
に基づく積極的な取組みを推進する。 

 
1．労働条件等の実態把握・点検 
2．賃金等、人事処遇システムの整備・充実、無期契約化へ

の的確な対応 
3．福利厚生諸制度の点検・改善 
4．職場環境の改善・充実 

○男女雇用機会均等法および女
性活躍推進法等を踏まえ、生
保労連の「『男女共同参画』の
着実な前進に向けた中期取組
み方針＜2014.1-2020.8＞」に
沿って 、 以下の 点に つ い て
チェック・提言を行い、職場に
おける男女共同参画の一層の
推進をはかる。 

 
1．直接差別・間接差別の解消 
2．コース別雇用管理制度の適正

な運営 
3．ポジティブ・アクションの推進 
4．能力開発・キャリア支援策の充

実 
5．妊娠・出産等を理由とした不利

益取扱いの禁止 
6．ハラスメントの解消 

 

○生保労連の「ワーク・ライフ・
バランス中期方針＜2014.8 
-2020.8＞」に沿って、以下
の点について、各組合の主
体的な判断に基づく積極
的な取組みを推進する。 

 
1．総労働時間の短縮 
2．両立支援制度の拡充・活用

促進 
3．健康増進・職場環境の改善 
 
○また、今春闘においては、

「両立支援制度の拡充・活
用促進」を「統一共闘課題」
として位置付け、全組合参
加の下で、取組みの一層の
前進をはかる。 

 【60歳以降の就労環
境の整備】 
○高年齢者雇用安定

法 の 趣 旨 を 踏 ま
え、定年後再雇用
者の対象職務の拡
大や適正な処遇の
実現、当該者の様
々なニーズに対応
した就労環境の整
備等に向け、各組
合の主体的判断の
下で取組みの前進
をはかる。 

 

【営業職員関
係】2016年2
月5日（金） 
【内勤職員関

係】2016年3

月4日（金） 

※いずれも

「要求提出

期限日」と

位置付け

【営業職員関
係】2016年3
月4日（金） 
【内勤職員関

係】2016年4

月6日（水） 

※ い ず れ も

「回答期限

日」と位置

付け 

損 保 労 連 
 
方針決定日 
３月９日 

＜基本姿勢＞ 
取り巻く環境の変化と現在の
職場の実態をふまえ、「賃金
水準の中長期的な維持・向
上」および「創造性豊かな働
きにつながる環境整備」をめ
ざす取り組みを徹底的に展
開する 
 

＜賃金方針＞ 
月例給、臨給・賞与、諸手当
などの労働諸条件の改善に取
り組む 
 

前述の賃金方針に包含 
 

前述の賃金方針に包含 
 

前述の賃金方針に包含 
 

前述の賃金方針に包含 
 

女性の活躍推進の取り組み趣旨
が十分に理解されていないこと
で、長時間労働が活躍の前提で
あるといった誤認や、役割変革の
推進において職場の実態をふま
えず外形的な目標の達成を優先
した業務シフトが行われている職
場が一部生じている実態をふま
え、取り組み趣旨の十分な説明を
求める 

育児・介護に関する制度利用
者を支える職場への支援が十
分ではないため、職場におけ
る取り組みのみでは制度利用
者を支え続けることに限界を
感じている組合員や、このよう
な状況に不安を感じている制
度利用者が生じている実態を
ふまえ、仕事と生活の両立に
向けたさらなる支援を求める 

取り巻く環境変化に
ともなう業務の多様
化・高度化に対して、
労働時間の増加によ
りカバーしている職
場が一部生じている
実態をふまえ、長時
間労働の是正に向け
たワークルールの構
築に向け、さらなる業
務削減・効率化の推
進を求める 

 3月10日  

 サービス連合 

 

方針決定日 

1月20日 

（水） 
 

〇2014および2015春季生活闘争の
歩みを継続し、すべての加盟組合
で中期的な賃金目標「35歳年収 
550万円」の実現にむけ「指標」な
どを活用し、年収改善とりわけ月
例賃金の引き上げにこだわった要
求基準策定に取り組む。 

〇労働条件の底支え・底上げのた
め契約社員やパートタイマー等
の待遇改善 

〇最低保障賃金の協定化、労働環
境整備のため総実労働時間短縮
などに取り組む。 

〇2015春季生活闘争で定義した賃
金改善に係る用語について理解
をさらに深め、加盟組合と取り組
み方針の共有化をはかる。 

〇総合労使協議体制の確立にむけ
た考え方を共有し各加盟組合の
組織強化をはかり要求の実現に
むけ一体となって取り組む。 

〇具体的な要求基準 
①正規労働者の実質的な賃金の改

善をはじめとした年収改善への取
り組み 

②契約社員やパートタイマー等の
待遇改善 

③産業全体の賃金の底上げを目指
した最低保障賃金の協定化 

④年間総実労働時間短縮 
⑤両立支援・男女平等社会の実現 
⑥60歳以降の雇用確保 

〇賃金 
す べ て の 加 盟 組 合
は、賃金カーブを維持
したうえで、0.5％以上
の実質的な賃金水準
の改善に取り組み、月
例賃金を引き上げる。 

〇最低保障賃金 
（全従業員対象最賃）
法定地域別最低保障
賃金に10％を上乗せ
した額で設定。 
 (年齢別最賃） 
18歳132,000円 
20歳135,500円 
22歳139,000円 
26歳142,000円 
30歳162,500円 
35歳175,500円 
但し上記の最低保障
賃金を下回らないこと
とする。 

〇業種ごとに定める１歳
・１年間差を基本に賃
金カーブを維持したう
えで、0.5％以上の実
質的な賃金改善に取
り組む。※ホテル・レ
ジャー業：4,971円 ※
観 光 ・ 航 空 貨 物 業 ：
5,379円 

〇業種ごとに補足基準を定
める 

※ホテル・レジャー業 
すべての加盟組合が要求
基準での協定化を目指し
て要求することを徹底。た
だし、当面は最低保障賃
金の必要性について労使
で理解を深め、企業内最
低保障賃金の引上げや対
象者限定の協定化に取り
組む。 

※観光・航空貨物業 
当面は各加盟組合が対企
業交渉による企業内最低
保障賃金として協定化を進
める。 
月額は、時間給×165時間
（100円単位切り上げ）で設
定。時間額との整合をはか
るために、月の所定に時間
額をかけて算出することを
可能とする。 

 

・一時金 
すべての加盟組合は、前年同
年齢者の一時金水準の確保
に取り組んだうえで、「35歳年
収 550万円」の実現のための
「指標」を活用し水準の引き上
げに取り組む。「指標」を活用
しない加盟組合の年間支給月
数は年間４ヵ月相当とし、既に
４ヵ月を確保している加盟組合
は前年実績以上を要求とす
る。 
業績連動一時金導入組合は、
固定支給部分への配分拡大
を行う。 
 

①不条理な労働条件の是正
・慶弔休暇・通勤手当・時間
外割増率を正社員と同水
準 

・福利厚生施設・安全管理
に関わる災害時の備品等
について全員が利用可能
とする 

・有期契約労働者の労働条
件全般を点検し、労働条
件を相違させることが合理
的でないと判断される労働
条件 

の是正 
②正社員と整合性が確保さ
れた人事・賃金制度の導入
・一時金の支給や昇給ルー
ル策定 

 

①月例給労働者について
は、サービス連合の契約
社員の賃金実態を基に算
出された、年齢間間差を
2,500円と試算し、0.5％以
上の実質的な賃金改善部
分を加えた3,400円以上の
賃金改善を行う。 

②時間給労働者について
は、サービス連合の時間
給労働者の賃金実態や、
法定地域最低保障賃金
の引き上げ額などを総合
的に判断し、20円以上の
賃金改善を行う。 

 

〇サービス連合「両立支援・男女
平等社会の実現にむけた統一
対応」について、引き続き統一
対応達成にむけ、以下の重点
事項を定めて取り組む 

①小学校就学前までの育児に伴
う短時間勤務制度の確立 

②子の看護休暇および介護休暇
制度の有給化 

③各加盟組合が「男女平等推進
計画」で定めた具体的な取り組
み項目に取り組む。 

 

〇総実労働時間1800時間実
現にむけて、サービス連合
第３期アクションプランに基
づきＡＢＣＤＥ各グループ毎
に設定された①から④の項
目に取り組む 

①所定内労働時間の削減 
②時間外労働時間の削減 
③年次有給休暇の取得拡大 
④労働環境の整備等 
 

 〇希望者全員が65歳
まで就労が可能と
なる制度の確立に
むけ取り組む 

〇無期労働契約への
転換（改正労働契
約法への対応） 

①正規労働者への登
用機会設定 

②通算５年を超える
有期契約労働者の
無期労働契約への
転換について早期
に定められるよう取
り組む 

③無期転換の申込権
が発生する要件と
行使期間の契約更
新時に書面で明示

④無期転換の申し
込みは書面 

 

原 則 2 月 末
日まで 

3月14日（月）
～18日（金）
※集中交渉
期間 

 全 銀 連 合 
 

方針決定日 
２月13日 

       



 

 

 
共 
 

闘 
 

産  別 

基本的な考え方 賃上げ要求 非正規労働者の労働条件改善 職場における男女平等の実現
ワーク・ライフ・バランス 

社会の実現 

ワークルールの 
取り組み 

その他の 
取り組み 

要 求 
提出日 

回 答 
指定日 産業全体の「底上げ・底支え」

「格差是正」の取り組み 

月例賃金 
①個別銘柄（年齢ポイント）ごとの

「最低到達水準」「到達目標水準」 
②「賃金カーブ維持相当分（構成組

織が設定する場合）」「賃上げ分」 

企業内最低賃金 
・協定の締結 
・適用対象の拡大 
・協定額の引き上げ 
・初任給の引き上げ 

一時金 
・一時金の要求基準等 

総合的な労働条件改善を求
める【重点項目】の取り組み

賃金の引き上げの取り組み
（男女間賃金格差是正、女性活躍推

進法、改正男女機会均等法、等）
（過重労働対策、時間外 
割増率、両立支援、等） 

流 

通 

・ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

・
金 

融 

共 

闘 

連 

絡 

会 

議 

全国農団労 
 
方針決定日 
２月５日 

・賃金引き上げ(定昇相当分＋
2％程度)及び産別内格差の
是正 

・ワークライフバランスとディー
セントワークの実現 

・非正規労働者の待遇引き上
げ 

・定昇及び定昇相当分＋2％
程度のベースアップ 

・産別内格差の是正 
 

   ・企業内最低賃金の確立；月
額を高卒初任給、日額は月
額の1/21、時間額を日額の
1/7.5とし、時給がその水準
に達していない非正規職員
は企業内最賃に引上げるよ
う要求 

 ・総労働時間の縮減と、その
ためのルール作り 

・男女や正規・非正規などに
よる差別や格差のない職場
作り 

・あらるゆハラスメントの一掃 
・雇用延長・再雇用者の働き
方に関するルールの確立 

左記ワーク・ライフ・
バランス実現に含む 
 

 3月7日 3月22日 

全 労 金 
 
方針決定日 
１月29日 
（金） 
 

全労金組織全体で取り組む
「統一闘争」と位置づけ、連合
方針に加えて、2015春季生活
闘争の基本スタンスと2015年
度運動の基調をベースに、①
働く者を守る様々な運動に積
極的に参画するとともに、労金
業態で働くすべての労働者の
安定雇用と生活改善、及び、
労働条件の統一に向け、「底
上げ・底支え」「公正処遇」の
実現に積極的に取り組む、②
労金業態で働くすべての労働
者が、心身共に健康で平等に
働き続けることができる環境を
整備する、③全労金組織全体
で統一的な運動を展開する、
の３点を基本スタンスとする。 

連合方針に基づき、「底上げ・
底 支 え 」 に よ っ て サ プ ラ イ
チェーン全体で生み出した付
加価値の適正な分配に資する
公正取引の実現とあわせて、こ
の間の全労金・単組の運動によ
る「公正処遇・均等待遇」の実
現を図る観点から、嘱託等労働
者の積極的な賃金の引き上げ
に取り組む。正職員は定期昇
給・賃金カーブ維持相当分を
確保する。 

労金業態に働く労働者の「底
上げ・底支え」を図るため、労
金業態統一の労働条件を定
めている「中央協定」における
最低賃金の引き上げを統一
要求課題とする。ただし、連合
が掲げる「誰もが時給1,000
円」をめざしつつも、2006春闘
以降、最低賃金の引き上げが
実現できていないことや、嘱
託等労働者の基本賃金の引
き上げとあわせて年間一時金
の制度化を求めること等を勘
案し、「誰もが時給1,000円」へ
の到達を段階的に取り組むこ
ととし、具体的には、全労金・
14単組は、事業体に対し、中
央協定で定める最低賃金を月
額143,200円、日額6,820円、
時間額930円に引き上げること
を求める。（現行協定は時給
910円） 

正職員の年間一時
金は「基礎一時金
＋業績手当」で組
み立てる。業績手
当の要求月数につ
いては、2015年度
決 算 見 込 み に 加
え、金庫を取り巻く
経営環境や中期的
な見通し等を踏まえ
つつ、年収確保の
観点を含め、総合
的に判断する。 

以下の内容に到達していない単組は、原則要求
する。 
①一切の条件は付けず、「すでに雇用年数が３

年を超え（※2016年３月末で３年の雇用年数も
含む）、無期契約を希望するすべての嘱託等
労働者を対象に、期間の定めのない雇用への
転換を金庫・関連会社に申し入れる権利の付
与」を実現する。 

②正職員・正社員への「登用制度」を確立すると
ともに、すでに制度化されている場合は、実績
や運用を検証し、登用基準やルール等の見直
しに取り組む。 

③改正「労働者派遣法」を上回る対応として、こ
れまでと同様に、労金業態で働く派遣労働者
が同一業務で３年を超える場合は、金庫・関連
会社等の直接雇用に切り替えるよう、雇用の安
定化を図る。 

④勤続３年以上のすべての嘱託等労働者に対す
る退職金の制度化を実現する。具体的には、
勤続年数に応じた支給金額を設定した制度の
実現を基本とするが、少なくとも「慰労金」等の
形式も含め、退職金見合い分が支給されるよう
取り組む。 

⑤単年度の報酬ではなく、正職員と同様に年間
一時金の制度化（１ヵ月）に向けて取り組む。ま
た、すでに制度化されている場合は、4.0ヵ月を
目標とした上で、雇用・賃金等を総合的に勘案
するとともに、「底上げ・底支え」「公正処遇・均
等待遇」の観点から、要求月数を判断する。 

正職員の賃金制度
と同一でない嘱託
等労働者の賃金改
善に取り組む。引き
上げ額は、時間給
40円、月額5,000円
を 目 安 と す る 。 ま
た、嘱託等労働者
に適用する賃金制
度や賃金表が確立
されていない場合
は 、 定 期 昇 給 の
ルールを含む賃金
制度・賃金表を確
立する。 
 
 

①男女平等参画社会の
実現に向けて、全労
金「男女平等参画推
進方針」に基づく単組
版「第１次男女平等参
画 推 進 計 画」 を 踏 ま
え、「男女雇用機会均
等法」に基づく就業規
則や事業運営上にお
ける男女間差別の解
消や、「育児・介護休
業法」に基づく職場運
営の課題解消等に取
り組む。 

②2016年４月に施行され
る「女性活躍推進法」
に基づき、従業員300
人以上を雇用する事
業主に義務づけられ
る「行動計画」の策定
について、労働組合
の立場から積極的に
関与する。 

 

①「年間総労働時間協定」の締結、
「ノー残業デー」の徹底、「年次有給
休暇」の取得促進を展開するととも
に、「多様な働き方に関するガイドラ
イン」等を参考に、ワークライフバラン
スのとれた働き方を実現するための
具体的な対策に取り組む。 

②健康状態や不妊治療等による休職
の保障として活用する「積立休暇制
度」の導入に取り組む。また、全労金
は、育児・介護、諸休暇等の中央協
定について、さらなる制度の充実に
向けた協議を開始することとあわせ
て、他国や他企業の事例を踏まえ、
「いのち」を大切にする制度の充実
をめざし、「不妊休業制度」の新設を
申し入れる。 

③労金業態で働くすべての労働者が安
心して働き続けることができる環境整
備に向け、労働金庫で雇用された職
員の働き方の選択肢を拡げることを
目的に、やむを得ず、配偶者の転
勤、育児・介護、本人・家族の健康状
態等を理由に退職した職員を対象と
して、本人の希望に基づき、再度、退
職時の雇用形態で働くことができる
制度の構築に取り組む。 

「労働安全衛生法」
に基づき、各職場の
実 態 を 検 証 し た 上
で、産業医・保健師
等の体制整備や健
康相談体制の構築
に向けて取り組む。 
 

 3月4日（金） 3月29日（火）

 ヘルスケア 
労協 
 
方針決定日 
１月22日 

医療・介護・福祉の賃金水準
の引上げ。 
非正規職員の正規化と処遇
の改善。 

ベア要求を基本とするが、実
情に踏まえ各組織で決定す
る。 

企業内最低賃金の協約化を
めざす。 

各組織の実績を踏まえ要求し
ていく。 

正規職員との均等待遇を求
める。 
正規職員への転換基準の明
確化。 

時給の引き上げを求める。 
引上げ額は、各組織の実情
で決定する。 

世帯主要件をはじめとした職場に
おける男女差別の実情を点検把
握し、男女差別是正への取り組み
を進める。 

長時間労働の解消。 
育児・介護における休暇や休
業の有給化と男性の取得促
進。 
有給休暇の取得率の向上。 

（中間）管理職をはじめ、職員へ
の労働法制の理解を深める。 
各種ハラスメントへの理解と防止
を図る。 
退職理由の把握に努め、その
原因の解消を図る。 

 各組織で決
定 

各組織で決
定 

 全 信 労 連 
 
方針決定日 
２月14日 
 

 現状の収益性並びに組合員
の安定した生活が確保し得る
ことを念頭に置き、賃金カー
ブの維持を最低限の取組みと
して、各単組とも主体性をもっ
て要求する。さらに交渉の場
を有効に活用し、現行賃金制
度における歪みや格差等を是
正すべく労使協議をはかる。 

 一時金については、安定した
生活水準の向上をめざし、年
間賃金の底上げをはかるもの
とする。 
 

  年齢・性別に関係なく、働く意欲と
能力を有する全ての職員が、その
能力を遺憾なく発揮できる職場づ
くりをめざし、労使で議論を深め
る。特に本年4月1日より施行され
る女性活躍推進法の趣旨を踏ま
え、女性の活躍に関する現状や
課題について労使で共通の認識
をはかり、ポジティブ・アクションの
推進に取組む。 

ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた総実労働時
間短縮の取組みとして、組
織実態にあった職場点検
活動を通じ、労働時間の
上限規制（特別条項付き
36協定）の遵守を徹底す
る。また、年次有給休暇の
取得日数が低い組合員の
取得推進をはかるべく、労
使が一体となって取組む。 

「風通しの良い活気ある
職場」をめざし、職場に
おける人間関係や信頼
関係の醸成はもとより、ス
トレスチェック実施の体制
整 備 を 求 め 、 ス ト レ ス
チェックにより明らかに
なった職場の課題を踏ま
え、メンタル不調の原因と
なるハラスメント（パワー･
セクシュアル･ジェンダー
等）対策など、職場環境
改善に向けた取組みを
労使で推進する。 

安定した豊かな生涯
生 活 の 実 現 を め ざ
し、現場力の向上に
繋がる人材育成・人
事処遇等の制度充
実に向けて積極的な
活動を展開するととも
に、働くモチベーショ
ンを高めるための有
効な取組みを行う。 

４ 月下旬を
目途とする

５月下旬を
目途とする

 

労 済 労 連 
 
方針決定日 
1月19日 
（予定） 
 

・非正規労働者の時間給37
円の引き上げに向けた取り
組みをミニマム設定。 

・また、正規労働者も賃金引
き上げに向けた取り組みをミ
ニマム設定。 

・賃金引き上げに向けた取り
組みをミニマム設定。 

 

・企業内最低賃金協定に向
けた取り組みをミニマム設
定。 

 

・年間4ヵ月を最低基準として
設定。 

 

・正規への転換ルールの導
入促進・明確化をめざす。

・無期労働契約のしくみの確
立に向けた取り組み。 

・時間外・休日割増率、慶弔
制度同水準化の取り組み。

・教育・研修、学習会等にお
ける均等・均衡待遇の実現
に向けた取り組み。 

・時間給37円の引き上げに
向けた取り組みをミニマム
設定。 

 

・配転のない働き
方に関する議論・
対応をすすめる。

・年間総労働時間縮減の取り組みとして、「年
次有給休暇取得日数の前年度比1日分の
増加」「時間外労働時間の前年度比10％の
縮減」をめざし、啓発活動や「働き方」「休み
方」に関する取り組みを労使で展開する。 

・「育児・介護に関する取り組み」として労済
労連がめざす育児・介護関連制度の充実に
向けた最低到達水準を設定。 

・ジョブリターン制度導入に向けた労使での
議論をすすめる。 

・改正労働者派遣法
への対応のため、加
盟単組が行うべき項
目をまとめたチェック
シートを作成 

 3月1～11日 3月22～31
日 

 
 

 




